
ひまわり薬局堤町店 

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項 

調剤管理料 

当薬局では、患者様に安全かつ適正にお薬を使用していただくため、薬剤服用歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状

況等を確認しております。また、処方された薬剤について重複投与、相互作用、薬剤の適正使用の観点から必要な薬

学的分析及び評価を行い、その結果を踏まえて調剤を実施しております。これらの業務を行った場合、処方箋受付 1

回につき、厚生労働省の定める調剤管理料を算定しております。 

服薬管理指導料 

当薬局では患者様ごとに作成した薬剤服用歴に基づき、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等

を確認したうえで、薬剤情報提供文書を用いて薬剤の服用に関する説明を行っております。また、必要に応じて医

薬品リスク管理計画（RMP）に基づく資材を活用し、適正使用のための情報提供を行っております。 

さらに、服薬状況や副作用歴等の確認、服薬に関する相談対応、薬剤服用歴への記録管理等を行った場合には、厚生

労働省の定める服薬管理指導料を算定しております。 

患者様の状況に応じて、以下の区分を算定いたします。 

■前回の来局から 3 ヶ月以内に再度処方箋を持参された患者様に対して服薬管理指導を行った場合 

■前回の来局から 3 ヶ月を超えて再度処方箋を持参された患者様、またはお薬手帳をご持参・ご提示いただけなか

った患者様に対して服薬管理指導を行った場合 

■介護老人福祉施設等に入居されている患者様に対して服薬管理指導を行った場合 

■情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 

■かかりつけ薬剤師による服薬管理指導を行った場合 

特掲診療料の施設基準に関する事項 

調剤報酬に関する下記の施設基準を地方厚生局に届出しております。 

・調剤基本料 1 

・地域支援・医薬品供給対応体制加算 1 

・電子的調剤情報連携体制整備加算 

明細書の発行状況に関する事項 

当薬局では、医療の透明化及び患者様への情報提供の推進のため、領収書の発行の際に「個別の調剤報酬の算定項

目が分かる明細書」を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で自己負担のない方につきましても、

明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた調剤に関する項目等が記載され

ます。明細書の発行を希望されない場合は、お申し出ください。 

長期収載品の選定療養に関する事項 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）のある医薬品について、患者様のご希望により先発医薬品を選択される場合は、

選定療養の対象となります。 

この場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の 2 分の 1 相当額を、特別の料金としてご負担いただきます。なお、

この特別の料金には別途消費税がかかります。（選定療養）。 

特別の料金は、通常の医療保険における一部負担金とは別にお支払いいただきます。 

ただし、医師又は歯科医師が医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合等は、選定

療養の対象外となります。 

後発医薬品への変更についてご不明な点がございましたら、お気軽に薬剤師までご相談ください。 

電子的調剤情報連携体制整備加算に関する 

事項 

当薬局は電子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準を満たしております。 

オンライン資格確認システム等により取得した診療情報、薬剤情報等を活用し、質の高い調剤及び服薬指導を実施

しております。 

また、電子処方箋及び電子薬歴を活用した医療情報の連携を推進するとともに、医療 DX を通じて安全かつ適正な

医療の提供に努めております。 

当薬局では、以下の体制を整備しております。 

・ オンライン資格確認を行う体制 

・ 電子処方箋に対応する体制 

・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制 

・ オンラインによる調剤報酬請求体制 

・ 医療 DX 推進のための情報活用体制 

・ サイバーセキュリティ対策の実施 

容器代等保険外費用に関する事項 

当薬局では、療養給付と直接関係のない以下の項目において、実費で負担をお願いしております。 

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

○患者様のご希望による一包化 

 ・7 日分ごとに 100 円（43 日分以上は一律 700 円） 

○薬剤の容器代 

調剤に使用する容器について、以下のとおり実費負担をお願いしております。 

 ・軟膏容器 12ml：20 円、24～60ml：40 円 

 ・水剤容器 30～100ml：30 円、150ml：40 円、200ml：580 円 

 ・点眼容器 10ml：20 円 

○薬剤の郵送費 

患者様のご希望によりお薬を郵送する場合の送料は、原則として患者様のご負担となります。 

 


